
災害時情報共有システムについて

災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設
等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システムに追加された災害時
情報共有機能

情報公表システム（災害時情報共有システム）
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/36/

情報公表システムのID及びパスワードでログインして利用してください。また、緊急連
絡先等は最新の情報に更新してください。

災害時情報共有システムとは

1

1.  災害が、災害情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録
されます。（例：令和○年台風○号、○月●日地震など）

2. 県から各事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったこと
をメール等で連絡します。

3. 被害の発生した事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。
第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。（再
度の報告が可能です。）

災害時の対応
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